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わが国では、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第 105号)お よび 「実験動物の飼養及び保

管並びに苦痛の軽減に関する基準」(R召和55年総理府告示第6号)等に基づいて、実験動物の取扱いに関する具

体的配慮の必要性が示されてきた。

そのような状況の中で動物実験に関しては、科学研究の進歩を支える重要性に鑑み、法令ではなく行政指導

によってその稿下化が図られてきた。すなわち、日本学術会議が 「動物実験ガイドラインの策定について」を政

府に勧告し(昭和 55制 、この勧告に基づいて、当時の文部省が '大学等における動物実験について」を所管の

機関等に通知した (昭和62年学術国際局長)。これに基づいて、研究機関は動物実験等をより摘下に実施するた

めの指針等および動物実験委員会を整備して、きめ細かな運用を図っているところである。その結果、自由閣達

で創造性豊かな科学研究を行うことが可能になり、わが国の医学、生命科学は、国際的にも目覚しい発展を遂げ

た。

生命科学を推進するには、その必要性を最もよく理解している研究者が責任をもって動物実験等を自主的に

規制することが望ましいと考える。その一方で、動物実験等の摘下な実施に関して国としてのよりどころを求め

る声もある。そこで、動物実験等に関するガイドラインの策定が急務となり、日本学術会議第7部 (当時)は平

成 16年に '動物実験に対する社会的理解を促進するために (提言)」を報告した。

これを受けて文部科学省および厚生労働省fよ 研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」お

よび 「厚生労働省における動物実験等の実施に関する基本指針」を取りまとめた。さらに、両省は日本学術会議

に対し、上記の基本指針をお、まえて各研究機関が動物実験等に関する規程等を整備するに際してモデルとなる共

通ガイドラインの作成を依頼した。

実験動物の取扱いに関してはそれぞれの国家に固有の宗教や文化が影響している。法令によらない動物実験等

の自主管理1封昧 型ともいわれる力ヽ わが国は日本の土壌に根ざした管理体制の樹立を目指すべきであり、それ

によつて、動物実験等が社会的理解の下で摘下に進められ、生命科学研究の発展に寄与することを願ってやまな

い。



次

趣旨と目的

第 1 定 義

1)勁 難

2)麟

3)実 鋤

4)機 関等

5)機 関等の長

6)動 物実験計画

7)勁 夢書験遅暑何茸雪

8)動 物実験実施者

9)管 理者

10)実 の

11)飼 養者

12)管理者等

13)す鉾

14)鋪 欝

第2 機 的 勲 責務

第3 動 物実験委員会

1)動 物実験委員会の役割

2)動 物実験委員会の構成

第4 動 物実験計画の立案および実験操作

1.動 物実験計画の立案

1)動 物実験計画立案時に検討を要する事項

2)動 物実験計画書作成の実際

2,実 鯛 乍

1)実 験室および実験設備

2)身 体の保定

3)給 餌および給水制限

5

6



4)夕常斗的処置

5)麻 酔、鎮痛処置および術後管理

6)人 道的エンドポイント

7)期 蛭

8)安 全管理への配慮

9)履 行結果の報告

第5 供 試動物の選択ならびに授受

1)実 験動物の導入

2)検 疫および慣化

3)縦

4)実 験動物の授受における情報提供等

第6 実 験動物の飼養および保管

1)飼 養および保管の基本

2)ケ ージ内環境と飼育室の環境

(1)飼 育スペース

(2)環 境温度および湿度

(3)換 気

(4)照 明

(5)飼 料

( 6 ) 8 7 k

3)記 録類の保存

第7 実 験動物の健康管理

第8施 設等

第9  難 製

1)危 険因子の把握と取扱い

2)実 験動物による危害等の防止

3)実 験動物の逸走時の対応

4)緊 急時の対応

5)生 活環境の保全

1 9

2 1

2 0

1 4

1 6



第10 教 割 1腺等の実施

第 11 そ の他

附則

本指針の見直し

舞 期

別添

2 3

2 3

2 4

2 5

2 8



趣旨と目的

医学、生命科学の教育、研究ならびに試験に際して動物実験は必要不可欠であり、それぞれの実施機関

等が責任をもつて自主的に管理し、実施すべき事柄である。どのような方法で動物実験の成果を得るかは、

基本的に動物実験を実施する研究者が科学的合理性に基づくとともに、動物の愛護に配慮して立案しなけれ

ばならない。研究者は動物実験乾 イ市場合には、立案した動物実験計画の妥当性について、機関内に設

置された動物実験委員会の審査を受ける必要がある。

本ガイドラインは、動物実験等を実施する各機関等を所管する行政機関(文部科学省、厚生労働省等)の

策定した動物実験等の実施に関する基本指針等(「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指

針」平成 18年 6月 1日文部科学省告示、「厚生労働省における動物実験等の実施に関する基本指針」平成

18年 6月 1日厚生労働省通知)を基に、科学的観点から適正な動物実験を遂行する目的で作成された。また、

動物実験を適正にイ市 ための実験動物の取扱いに関しては、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減

に関する基準」(平成 18年 4月 28日環境省告示第38号)の規定を踏まえている。

本ガイドラインの構成は、冒頭に自主管理の要となる機関等の責任体制ならびに動物実験委員会に関す

る章をおき、次に動物実験操作、実験動物の選択に関する章を設けた。さらに実験動物の飼養・保管、健康

管理、施設等および安全管理と続け、動物実験等の道正化lこ必要な教育訓練、自己点検・評価および検証な

らびに情報公開に関する記述で締めくくった。

各機関等では、本ガイドラインを基に、科学的に適正な動物実験が実施されるよう自主的に機関内の

規程等を策定することを期待する。

脚注:本ガイドライン|よ産業動物の飼養保管や畜産における育種改良を目的とする教育もしくは試験研究には適用されない力i必 要に応じて判弔

することが望まししヽ
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第 1  定義

本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるとおりとする。

1)動 物実験等 動 物を教育、試験研究または生物学的製剤の製造の用、その他の科学上の利用

に供することをいう。

2)施 設害 動 物実験等を行う施設 ・設備をいう。

3)実 験動物 動 物実験等の利用に供する哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。

4)機 関等 動 物実験等を行う組織体 (大学、研究所、独立行政法人、企業等)を いう。

5)機 関等の長 動物実験の適正かつ安全な遂行に係わる、各機関等の統括責任者 (学長、機関

長、校長、理事長、恨 所長など)を いう。

6)動 物実験計画 動 物実験等を行うために事前に立案する計画をいう。

7)動 物実験実施活 動 物実験等を実施する者をいう。

8)動 物実験責任者 動 物実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係る業務を統括する者をい

う。

9)管 理者 機 関等の長のもとで、実験動物および施設等を管理する者 C動物梨駒幡説監 部局

長など)を いう。

10)実 験動物管理者 管 理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。

11)飼 養者 実 験動物管理者または動物実験実施者の下で、実験動物の飼養または保管に従事す

る者をいう。

12)管 理者等 機 関等の長、管理者、実験動物管理者、動物実験実施者および飼養者をいう。

13)指針等 動 物実験等に関して行政機関の定める_4XJ轟 十および日本学術会議が策定する 「動

物実験の適正な実施に向けたガイドライン (本ガイドライン)」をいう。

14)規程等 各 研究機関等が関連法令および指針等の趣旨をもとに、動物実験等の稿Tな 遂行と

実験動物の適正な飼養 ・保管のために定める機関内規程をいう。

第2 倒 部勲瑳証溝務

機関等の長|よ 当該機関等で実施されるすべての動物実験等の実施に関して最終的な責任を負う。

機関等の長|よ 実験動物を適正に飼養
'保管し、動物実験等を摘下かっ安全に遂行するために必要

と考えられる施設等を整備し管理者を任命するとともに、実験動物に関する知識及び経験を有する

者を実験動物管理者に充てる。また、管理者および実験動物管理者の協力を得て、動物実験実施者、

飼養者等の関係者を教育するとともに、関連法令ならびに指針等の周知を図る。

各機関等において|よ 才錯 を踏まえて、機関等の長の権限と責任をはじめ、動物実験等を実施

する場合の手続き、ならびに実験動物の適正な飼養
・保管、施設等の整備および管理の方法を定め



た規程等を策定しなければならない。

動物実験委員会は、機関等ごとに設置しなければならない。機関等の長は、動物実験責任者から

提出された動物実験計画について、科学的合塑性に基づき、かつ、動物の愛護に配慮した審査を動

物実験委員会に諮問する。また、動物実験委員会の答申にもとづいて承認を与え、または与えない

こととする。さらに、動物実験等の終了の後、履行結果を把握し、また、動物実験委員会の助言を

尊重して、動物実験責任者および管理者に改善を指示する。

機関等の長は、動物実験計画書、動物実験の履行結果および動物実験委員会の議事録等を保存す

るとともに、研究や企業活動に支障のない範囲内で、個人情報や研究情報の保護を図りつつ、動物

実験等の透明性の確保ならびに成果の公表を図らなければならない。また、実験動物管理者、動物

実験実施者、飼養者の資質向上を図るため、翻 1際の実施等の必要な措置を講じなければならな

い。

第3 動 物実験委員会

動物実験委員会は、機関等における動物実験等に係る計画が適正に立案、実施されたかどうかを

客観的な視点で審査、点検する。そのために、動物実験委員会は、施設等の運営にあたる組織等と

は別に設置する必要がある。動物実験委員会の役害け及び構成等は、次のとおりとする。

1)動 物実験委員会の役害!

動物実験委員会は、機関等の長の諮問を受け、動物実験責任者から提出された動物実験計画につ

いて、「動物の愛護及び管理に関する法縛判ならびに 「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に

関する基準」の規定を踏まえつつ、科学的合理性の観点から審査を行い、結果を機関等の長に報告

する。また、機関等の長から動物実験計画の履行結果についての報告を受け、之要に応じて隣

の実態を調査し、機関等の長に報告、助言する。

動物実験委員会は、実験動物管理者、動物実験実施者、飼養者に対する鋼 |1練等の実施状況を

把握し、機関等の長に助言する。また、必要に応じて教罰 1際に参画する。動物実験委員会におい

て審議された内容は議事録として記録し、保存しなければならない。委員会の議事録には次の事項

を含む。

何)委員会の開催日時および場所

惚)委員会に参加した委員の氏名

僧】委員会での審議内容 (委員会からの質問内容、およびそれに対する実験責任

者からの回答等)お よび審議の結果


